
○天草市物品の購入契約等に係る指名競争入札（見積）参加者の資格審査要綱 

平成１８年３月２７日 

告示第２０号 

改正 平成１９年１２月２５日告示第２５４号 

平成２１年１１月１３日告示第２５２号 

平成２３年１２月７日告示第１５３号 

平成２６年１２月１日告示第１２５号 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第２項の

規定に基づき、天草市が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名

競争入札（見積）に参加する者に必要な資格、資格審査の申請、方法等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（平２６告示１２５・一部改正） 

（指名競争入札（見積）に参加することができない者） 

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札（見積）に参加することができない。 

（1） 指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

（2） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（3） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者 

（4） 資格審査の申請書等を提出するときまでに市税を完納していない者 

（5） 資格審査の申請書等に、故意に虚偽の事実を記載した者 

（6） 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者 

（7） 営業開始後１年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で、営業再開

後１年を経過していないもの 

（平２３告示１５３・平２６告示１２５・一部改正） 

（指名競争入札（見積）参加者の資格） 

第3条 市が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札（見積）

に参加できる者は、審査の結果、資格があると認めた者とする。ただし、災害発生に伴う緊

急調達その他調達上必要があると認めるときは、この資格によらないことがある。 

（平２６告示１２５・一部改正） 



（資格審査の申請） 

第4条 市が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札（見積）

に参加する資格の審査を受けようとする者は、別に定める申請書等を、市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が必要でないと判断した場合は、この限りでない。 

（平２１告示２５２・平２３告示１５３・平２６告示１２５・一部改正） 

（資格審査結果の通知） 

第5条 資格審査の結果は、資格審査結果通知書（様式第１号）により当該申請者に通知する。

ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。 

（平２３告示１５３・旧第６条繰上・一部改正） 

（資格審査申請書等記載事項の変更届） 

第6条 第４条の申請書等を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに、資

格審査申請書等記載事項変更届（様式第２号）によって届け出なければならない。 

（1） 商号又は名称 

（2） 本店、支店、営業所等の所在地及び電話番号 

（3） 法人にあっては、その代表者及びその委任を受けた者 

（4） 使用印鑑 

（平２３告示１５３・旧第７条繰上・一部改正） 

（資格の取消し） 

第7条 指名競争入札（見積）の参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該資格を取り消し、その事実があった後２年間指名競争入札（見積）に参加させないこと

ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい

ても、同様とする。 

（1） 契約の履行に当たり、故意に物品の製造、修理その他の役務を粗雑に行い、又は物品

の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者 

（2） 指名競争入札（見積）において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者 

（3） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（4） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は

検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

（5） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 



（6） 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に

虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

（7） 前各号のいずれかに該当する事項があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

2 前項の規定により指名競争入札（見積）参加資格を取り消したときは、その旨を通知する。 

（平２３告示１５３・旧第８条繰上、平２６告示１２５・一部改正） 

（参加資格の有効期間） 

第8条 指名競争入札（見積）参加資格の有効期間は、当該有効期間が満了する年の２月１日か

ら同月末日まで（以下「定期申請期間」という。）に第４条の規定による申請を行った場合

は、第５条の通知を受けた年の４月１日から起算して２年を経過した日（以下「有効期間満

了日」という。）までとする。 

2 定期申請期間以後の申請に係る有効期間は、原則として申請を受け付けた日の属する月の翌

月の初日から有効期間満了日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、第４条

の規定による申請を受け付けた日以後速やかに有効とすることができる。 

（平２１告示２５２・全改、平２３告示１５３・旧第９条繰上・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

1 この告示は、平成１８年３月２７日から施行する。 

（経過措置） 

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市物品の購入契約等に係る指名競争入札

（見積）参加者の資格審査要項（昭和６０年本渡市告示第１号）の規定によりなされた決定、

手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年告示第２５４号） 

この告示は、平成２０年２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年告示第２５２号） 

この告示は、平成２１年１１月１５日から施行する。 

附 則（平成２３年告示第１５３号） 

この告示は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第１２５号） 

この告示は、平成２６年１２月１日から施行する。 



 



 



様式第1号（第５条関係） 

（平２３告示１５３・旧様式第３号繰上・一部改正） 

様式第2号（第６条関係） 

（平２３告示１５３・旧様式第４号繰上・一部改正） 

 


